
本章 Ⅳ．専門職大学院の取組 

1078 

② 研究科教授会 

  専任教員をもって構成される。特任教員（みなし専任）は構成員とならないが、カリキュラムの

改編や成績等の原案作成を行う教務委員会の構成員にはなっている。とくに教務委員会はカリキュ

ラム開発や教材作成も担うため、専任教員に限らず必要に応じて兼担、兼任教員の参画も予定して

いる。このほか、特任教員はFD委員会、自己点検・評価委員会及び入試検討委員会等の構成員とな

ることができる。 

  なお、研究科教授会は原則として月２回開催する。審議事項については「専門職大学院学則」第

56条に規定している。 

③ 各種委員会 

  教務委員会、論文審査委員会、FD委員会、FD委員会の下部組織としての教材開発作業部会、自己

点検・評価委員会、入試委員会、エクスターンシップ運営委員会、就職委員会、図書委員会などが

ある。委員会の決定は教授会の審議によって有効となる。 

 

 

3-11 事務組織 

 

 Ｂ群・大学院の充実と将来発展に関わる事務局としての企画・立案機能の適切性 

 Ｂ群・大学院に関わる予算（案）編成・折衝過程における事務組織の役割とその適切性 

 Ｂ群・大学院運営を経営面から支えうるような事務局機能の確立状況 

 Ｃ群・大学院の教育研究を支える独立の事務局体制の整備状況 

 

 専門職大学院の教学、運営面をサポートするために、専門職大学院事務室が設置されている。専門

職大学院事務室では、本研究科の他にも国際マネジメント研究科、法務研究科の一般事務を行ってい

る。専門職大学院事務室は、専任職員、事務嘱託、派遣職員、パートタイム職員で構成されており、

専門職大学院の独立、独自性に即した事務組織を有している。本研究棟の１階事務室には専門職大学

院事務室とは別に、派遣職員、パートタイム職員が詰めており、教員サポート、授業準備や教材作成

に携わっている。 

 

 

3-12 自己点検・評価 

 

 Ａ群・自己点検・評価を恒常的に行うための制度システムの内容とその活動上の有効性 

 Ａ群・自己点検・評価の結果を基礎に、将来の発展に向けた改善・改革を行うための制度システム

の内容とその活動上の有効性 

 Ｂ群・自己点検・評価結果の客観性・妥当性を確保するための措置の適切性 

 

① 第三者評価 

  本研究科は将来、大学基準協会による大学全体の認証評価とは別に、会計大学院協会が進めてい
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る第三者評価を受ける方針である。第三者評価の目的は、より公正な立場から評価をすることによ

って、理念・目的に沿った教育を実現するとともに、社会から本学会計専門職大学院が信頼を得る

ことにある。専門職大学院設置基準によれば、自己評価の実施と公表、自己点検評価の外部検証及

び第三者評価が義務づけられているが、会計大学院協会が第三者評価機関となるべく準備中である。

本研究科からも会計大学院協会に３名を派遣して第三者評価制度設計を進めている。 

  認証機関として会計大学院協会の第三者評価委員会が活動を始めた暁には、大学基準協会等が学

部、研究科、専門職大学院ごとの評価を適切な形ですることになる場合を除き、会計大学院協会の

第三者評価委員会に本研究科単独の評価を受ける予定である。 

② 自己点検・評価委員会 

  第三者評価とは別に、本研究科にも自己点検・評価委員会を設置している。当面は学生による授

業評価を年に２度実施している。授業評価の結果は掲示板による掲示で学生にフィードバックして

いる。ただ、プライバシーとの関係もあるので、すべての教員に共通する評価項目を特定し、これ

を統計的に処理し、公表している。各教員に対しては授業の反省材料とするべく、評価結果をその

まま回付している。 

 




